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各都道府県建築主務部長 殿 

 
 
 

建設省住宅局建築指導課長 
 
 

トレーラーハウスの建築基準法上の取扱いについて 
 
 
近年、キャンプ上において、トレーラーハウス（車輪を有する移動型住宅で、

原動機を備えず牽引車により牽引されるものをいう。以下同じ。）を利用する例

が増加しており、その建築基準法上の取扱いについて疑義を生じている向きも

あるため、今般、その取扱いを下記のとおりとすることとしたので、遺憾のな

いよう取り扱われたい。 
なお、貴管下特定行政庁に対しても、この旨周知方お願いする。 

 
記 

 
トレーラーハウスのうち、規模（床面積、高さ、階数等）、形態、設置状況（給

排水、ガス・電気の供給又は冷暖房設備、電話等の設置が固定された配管・配

線によるものかどうか、移動の支障となる階段、ポーチ、ベランダ等が設けら

れているかどうかなど）等から判断して、随時かつ任意に移動できるものは、

建築基準法第２条第１号に規定する建築物には該当しないものとして取り扱う

こと。 
 


